
 

新潟市就学者自立生活援助事業実施要綱 

 

（目的) 

第１条 就学者自立生活援助事業は，大学等に就学中であって，満２０歳に達

した日から２２歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの（満２

０歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた児童福祉法

第６条の３第１項第１号に規定する満２０歳未満義務教育修了児童等であっ

たものに限る。）に対し，児童自立生活援助を行うことにより，社会的自立

の促進に寄与することを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２条 実施主体は新潟市とする。 

 

(就学者自立生活援助事業者) 

第３条 就学者自立生活援助事業者（以下「事業者」という）は，地方公共団

体及び社会福祉法人等であって新潟市長が平成１０年４月２２日付児発第３

４４号「児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）の実施について」により，

適当と認めた者とする。 

 

(対象者) 

第４条 次の（１）から（３）の要件を全て満たす者を対象者とし，定員の範

囲内で２０歳到達後から２２歳の年度末までの間において支援を実施する。

ただし，疾病等やむを得ない事情による休学等により，２２歳に達する日の

属する年度の末日を超えて在学している場合は，卒業まで引き続き支援を行

うこととする。 

（１） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５０条に規定する高等学校

の生徒，同法第８３条に規定する大学の学生その他の児童福祉法施行規則

（昭和２３年厚生省令第１１号）第１条の２の６で定める者であること。 

＜注:児童福祉法施行規則第１条の２の６で定める者＞ 

① 学校教育法第５０条に規定する高等学校に在学する生徒 

② 学校教育法第６３条に規定する中等教育学校に在学する生徒 

③ 学校教育法第７２条に規定する特別支援学校（同法第７６条第２項に 

規定する高等部に限る。）に在学する生徒 

④ 学校教育法第８３条に規定する大学（同法第９７条に規定する大学院

を含む。）に在学する学生 






























